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編集発行

長崎県人権教育啓発センター
（長崎県人権・同和対策課）

　「子どもの権利条約」では、子ども（１８歳未満）を、権利をもつ主体と位置づけ、すべての子ども
の命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援
を受けることが保障されています。しかし、近年、「子どもの貧困」の問題が深刻な状況となってい
ます。
そもそも貧困とは
　 貧困状態を示す２つの代表的な考え方に「絶対的貧困」と「相対的貧困」があります。
絶対的貧困
　 人間として最低限の生活を送れない貧困レベルを指し、世界銀行では「１日１．９０米ドル（約
２００円）未満で生活する人々」と定義されています。２０１５年には全世界で約７．３４億人いると試
算されています。
相対的貧困
　 その国の多くの人が持つ物を持たない、様々な体験の機会に参加していない等、その国の文
化・生活水準と比較して困窮した状態を指し、先進国においても大きな問題となっています。具体
的には、世帯の所得がその国の「『所得』（※）の中央値の半分（貧困線）に満たない人々」を言い
ます。
　 平成３０年度の国の貧困線は１２７万円でした。（令和元年国民生活基礎調査）

（※）この場合の所得は等価可処分所得を言います。等価可処分所得とは、世帯の可処分所得
　　（家計収入－非消費支出＝消費支出＋貯蓄）を世帯員数の平方根で割った値を言います。

○子どもの貧困率

子どもの貧困についての現状

　 このような、子どもの状況をふまえ、本県における、「子どもの貧困」についての様々な現状や、
その対策について、県が平成３０年度に実施した「子どもの生活に関する実態調査」をもとに考え
ていきたいと思います。

子どもの貧困率
（貧困線を下回っていること）

１１．２％
（約 9人に１人）

〈国の状況〉
平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年

子どもの貧困率　 14.2%　 15.7%　 16.3%　 13.9% 13.5%
令和元年国民生活基礎調査より抜粋

日米欧主要７か国（Ｇ７）のうち、米
国についで２番目に高い比率！

子どもの貧困率
１３．５％

（約７人に１人）

〈長崎県の状況〉

本県の貧困線は９７．２万円です。全国とは調査対象や世帯所得
の把握の方法等が異なり、正確な比較はできませんが、所得と同
様、貧困線も国を大きく下回っています。

○このように、国内において、さらに本県においても「子どもの貧困」は大きな問題です。
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２ 学習理解度や自己肯定感について（子ども用アンケート）

３ 支援制度の認知について（保護者用アンケート）

４ 貧困世帯の困難な状況（支援者へのインタビュー調査）

１ 暮らしや家計の状況について（保護者用アンケート）

問５）あなたの世帯で手当てや援助を受けているか

（N=19/複数回答可）
問６）貧困が伴うと考えられる子どもがいる世帯に多く見られる困難な状況は

　問１、問２とも、貧
困線を下回る世帯や
ひとり親世帯で高い
数値を示しており、
貧困が心に与える影
響の大きさが伺えま
す。

　学力や自己肯定
感は子どもの自立に
向けてとても大切で
す。貧困を理由に子
どもの健やかな成長
が奪われてはなりま
せん。

問１）家庭の現在の暮らしをどのように感じているか

問２）家庭の通常の家計の状況について

問３）学校での勉強の内容について、一番あなたの気持ちに近いものは

問４）自分には良いところがあると思うか

　それぞれの公的な制度の認
知度に差があります。支援が必
要な人に届けられるよう知らせ
る手立てが必要です。

　貧困世帯の子どもたちが、他
の様 な々困難さをも経験してい
ることが予想されます。
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【学習プログラム「アクティブウォッチング」】
（出典：「人権教育をすすめるために第51集」長崎県教育委員会発行）

　子どもたちにとって、親以外の大人との温かい関わりは、貴重な経験です。子どもが発している
サインに気づくことのできるよう、多くの大人が関わりながら子どもたちを見守っていきましょう。
　次の学習プログラムは、子どもの様子をいろいろな方向から見ていこうというプログラムです。

　中学１年生のある学級では、水泳の授業を楽しみにしていて授業
中はみんなの笑顔が広がります。
　でも、Ａさんは、何度注意しても水着や水泳カードを持ってこない
ので水泳学習に参加できません。

○次の場面について、考えてみましょう。

◆「長崎県子どもの生活に関する実態調査」から見えてきたこと
１．暮らしへの思い
○貧困線を下回る世帯の約８割が「生活が苦しい」と感じており、約６割が「赤字家計」です。
２.子どもの肯定感
○貧困世帯、ひとり親世帯は、そうでない世帯と比べて、自分の学習状況や自分自身についての
　評価が低いと考えられます。
３．支援に関する情報の認知
○様々な支援制度を知らない貧困世帯が一定数存在し、利用まで至っていない可能性があり
　ます。
４.複合的に起こる困難さ
○貧困によって、就労面や健康面への影響や、社会的孤立（社会的に孤立するということ）等の
　二次的な問題が起こっていると考えられます。

持ってこないのは
なぜ？

問）Ａさんはなぜ水着を持ってこないのでしょうか、
　 様 な々視点で理由を考えてみましょう。

忘れっぽい

　子どもの状況について、私たち
は、つい固定的な見方で判断して
しまいます。
　しかし、もしかすると「持ってこな
い」のではなく「持ってくることがで
きない」のかもしれません。
　理由の１つとして考えられること
が、今日お伝えした「子どもの貧困」
の問題です。

「子どもの貧困」に関わる主な傾向を意識し、見落としやすい生活上の困難を抱
える子どもに気づく目安として、そして、気になる子どもがいた場合には、支援に
つなぐきっかけとして、県ではチェックリストを作成しました。（裏面）
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長崎県人権・同和対策課 検索

「子どもの貧困早期発見チェックリスト・支
援フロー図」をはじめ「子どもの貧困」に
関する情報は県ＨＰで!

　本県では、子どもと接する「支援者」が、世帯の困りごとを早期発見し、必要な支援につな
ぐため「子どもの貧困チェックリスト・フロー図」を掲載したリーフレットを作成しました。是非、
このリーフレットを活用いただき、早期発見や支援につなげていただくようお願いします。

子どもの貧困早期発見チェックリスト・支援フロー図

○支援の流れ １.チェックリストを意識

２．気になる子どもを発見

３．気になる子どもの様子を観察

４．職場内で情報共有

５．職場内で対応策の検討

対応①（虐待が疑われる場合） 対応②（子どもの貧困が疑われる場合）
○職場内での対応策　　○他機関との連携した対応策　不適切な養育（虐待）が疑われる場合は、各市町か県

福祉事務所、または児童相談所へ通告をお願いします。

貧困世帯が必要な支援につながる（教育支援、生活支援、就労支援、経済支援など）

支援フロー図（貧困状態の子どもたちを確実に支援につなぐためのフロー図です。）

※流れの中で、判断や
　対応に悩む場合は、
　各市町または“つなぐ
　ながさき”にご相談く
　ださい。

この印刷物は、再生紙で作られています。

長崎県人権教育啓発センター
（県人権・同和対策課内）
〒850-8570
長崎市尾上町3-1　県庁内
TEL 095-826-2585　 FAX 095-826-4874  

開館：平日、土曜、日曜（午前９時～午後５時まで）
休館：祝日、振替休日、年末年始


